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令和８～１２年 富谷市総合運動公園自動体外式除細動器賃貸借 

特 記 仕 様 書 

 

１．件名 

令和８～１２年度 富谷市総合運動公園自動体外式除細動器賃貸借 

 

２．納期及び納品場所 

   納  期  令和 ８年 ４月 １日まで 

   納品場所  富谷市一ノ関地内 富谷市総合運動公園 

 

３．賃貸借期間 

   令和 ８年 ４月 １日 ～ 令和１３年 ３月３１日（６０ヶ月） 

 

４．納入機器表 

No 品    名 数量 

1 旭化成 ＺＯＬＬ ＡＥＤ Ｐｌｕｓ 同等品 ４ 

2 ＡＥＤ収納ボックス ２ 

3 ＡＥＤ収納ボックス用スタンド 1 

 

５．特記事項 

 下記に掲げる事項も本契約に含むものとする。 

① ＡＥＤ 一式 

(ア) ＺＯＬＬ ＡＥＤ Ｐｌｕｓ 同等品 本体   １台 

(イ) ＣＰＲ-Ｄ-ｐａｄｚ 成人用除細動パッド    １枚 

(ウ) ソフトケース                 １個 

(エ) 救急セット（手袋、はさみ、カミソリ等）    １セット 

(オ) バッテリー（１０本パック）          ２セット 

(カ) ＡＥＤ設置ステッカー             ２枚 

(キ) 取扱説明書、オペレーターガイド等文書     １セット 

② 収納ボックス及びスタンドの据付、機器設置作業 

③ 富谷市担当職員への運用方法説明及び操作説明 

 

６．付帯機能 

  自動除細動機能の他、下記に掲げる機能を付帯していること。 

  ① 胸骨圧迫ヘルプ機能 

     胸骨圧迫の速さと強さの情報がＡＥＤ本体にフィードバックされ、音声案内とメッセー

ジ表示により、適切な動作をサポートするもの。 

  ② 音声メッセージ機能 



     救助者に本体機器の説明方法を音声により案内するもの。 

  ③ メッセージ表示機能 

     救助者に本体機器の使用方法をメッセージ表示により案内するもの。 

  ④ インジケータ―表示機能 

     電源を入れてからの経過時間、電気ショックの回数、胸骨圧迫の深さをディスプレイに

て表示するもの。 

  ⑤ セルフテスト機能 

     以下の項目についてセルフチェックするもの。（実施頻度：機器本体／日１回） 

(ア) バッテリー容量 

(イ) 電極パットの接続 

(ウ) ＥＣＧ回路 

(エ) 除細動器の充電／放電回路 

(オ) ハードウェア／ソフトウェア 

(カ) ＣＰＲ回路とセンサー 

  ⑥ データ記録及び読み取り 

     ＥＣＧデータ、ショック回数、経過時間、胸骨圧迫データを本体に保存可能なこと。 

     IrDA ポートにより保存データの読み取りが可能なこと。 

 

７．不具合対応について 

  ① 通常の保管または使用で障害等の不具合が発生した場合、部品の修理、交換等の対応を行

うこと。この期間は、賃貸借期間とする。 

  ② 障害等の不具合や各種問い合わせについて、対応可能な窓口を設けること。 

    また、障害等により部品等の交換が必要な場合には、２営業日以内に訪問し、かつ作業を

完了することとし、現地修理を不可能とする場合は代替え機を設置して修理すること。 

 

８．その他 

① 指定品以外の機器をもって見積もりを行う場合は、質問回答において確認をとること。 

② 見積書に記載する金額は、総額賃貸借料（消費税相当額抜き）とすること。 

③ 備品の納入にあたっては，市の指定する日時に搬入するものとし，搬入に関する一切の経

費については，納入業者の負担とする。 

④ 納入した物品については，市の指定する場所に開梱のうえ納品するものとし，梱包材等の

処分に関する一切の経費については，受注者の負担とする。 

⑤ 使用可能な状態で検収を受けること。 

⑥ この契約は、長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、

諸事情により変更または解除とすることがあるもの。 

なお、この場合においては、会計年度開始日の２月前までに通知するもの。 

⑦ 疑義等生じた場合は，受注者と市とで協議の上決定する。 

⑧ 地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とするため、令和８年度当初予算が否決

となった場合は無効とする。 


